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農業委員会報
令和６年８月1日発行

農
業
委
員
会
の
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。

農
業
委
員
会
の
活
動
は
、
農
地
法
等

に
基
づ
く
法
令
業
務（
農
地
転
用
等
）

の
ほ
か
地
域
農
業
の
振
興
業
務
と
し
て
、

農
地
等
の
利
用
の
確
保
及
び
効
率
的
な

利
用
の
促
進
な
ど
、
農
業
及
び
農
業
者

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
務
を
行
っ
て
い

ま
す
。

○
毎
月
総
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

総
会
で
は
、
農
地
法
等
の
法
令
で
定

め
ら
れ
た
事
項
や
農
政
に
関
す
る
調

査
・
研
究
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

総
会
で
審
議
す
る
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。

①
相
続
税
の
納
税
猶
予
に
関
す
る
適

格
者
証
明
書
の
発
行

相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度
（
相
続

人
が
農
地
を
相
続
等
に
よ
っ
て
取
得

し
、
引
き
続
き
農
業
を
営
む
場
合
に
、

一
定
の
要
件
の
下
に
相
続
税
の
納
税

を
猶
予
す
る
も
の
）
を
利
用
す
る
場

合
に
必
要
な
適
格
者
証
明
書
の
発
行
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農
業
委
員
会
の
活
動

②
引
き
続
き
農
業
経
営
を
行
っ
て
い

る
旨
の
証
明
書
の
発
行

相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度
を
継
続

し
て
利
用
す
る
場
合
、
３
年
毎
に
税

務
署
へ
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
引
き

続
き
農
業
経
営
を
行
っ
て
い
る
旨
の

証
明
書
の
発
行

③
生
産
緑
地
に
係
る
農
業
の
主
た
る

従
事
者
の
証
明
書
の
発
行

生
産
緑
地
の
所
有
者
に
関
し
て
相

続
等
が
発
生
し
、
市
長
に
対
し
て
生

産
緑
地
の
買
取
り
申
し
出
を
行
う
た

め
に
必
要
と
な
る
、
生
産
緑
地
に
係

る
農
業
の
主
た
る
従
事
者
証
明
書
に

つ
い
て
の
発
行

○
農
地
利
用
状
況
調
査
（
農
地
パ
ト

ロ
ー
ル
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

農
業
委
員
会
で
は
、

①
地
域
の
農
地
利
用
の
確
認

②
遊
休
農
地
の
実
態
把
握
と
発
生
防

止
・
解
消

③
違
反
転
用
発
生
防
止
・
早
期
発
見

を
目
的
に
毎
年
市
内
全
域
で
、
農
地
利

用
状
況
調
査
（
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
）
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

農
地
は
食
糧
生
産
の
場
で
あ
り
、
ま

た
環
境
保
全
に
お
い
て
も
非
常
に
重
要

な
役
割
を
担
う
大
切
な
資
産
で
も
あ
り

ま
す
。
次
世
代
に
優
良
な
農
地
を
残
す

た
め
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
遊

休
農
地
及
び
違
反
転
用
の
発
生
防
止
に

取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

今
年
度
の
調
査
は
、
９
月
25
日
（
水
）

か
ら
10
月
３
日（
木
）ま
で
の
間
に
実
施

す
る
予
定
で
す
。

○
農
業
者
座
談
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

農
業
委
員
会
で
は
最
近
の
農
地
制
度

の
改
正
動
行
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
市
内

農
業
者
の
皆
様
の
日
頃
の
考
え
や
意
見

等
を
出
し
合
い
、
今
後
の
武
蔵
村
山
市

の
農
業
振
興
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
毎
年
農
業
者
座
談
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

な
お
、
例
年
は
、
中
藤
・
中
部
（
市

役
所
４
階
）・
三
ツ
木
の
各
地
区
会
館

で
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

今
年
度
の
開
催
時
期
・
内
容
等
は
決

定
次
第
、
別
途
開
催
チ
ラ
シ
な
ど
に
よ

り
、皆
様
に
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

問　
農
業
委
員
会
事
務
局

（
内
線
２
２
６
）
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田
や
畑
、
ま
た
果
樹
園
等
の
農
地
を

無
断
で
転
用
す
る
こ
と
は
農
地
法
に
違

反
し
、
重
い
罰
則
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
無
断
で
転
用
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

他
市
で
は
、
農
地
転
用
を
正
し
く
理

解
し
て
い
な
い
こ
と
で
、
申
請（
届
出
）

が
必
要
な
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
結
果
と

し
て
、
農
地
を
無
断
で
宅
地
や
駐
車
場

へ
転
用
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ケ
ー

ス
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

農
地
を
無
断
で
転
用
し
た
こ
と
が
判

明
す
る
と
、
工
事
の
中
止
や
原
状
回
復

等
の
命
令
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
３
年
以
下
の
懲
役
、
ま

た
は
、
3
0
0
万
円
以
下
（
法
人
に
対

し
て
は
１
億
円
以
下
）
の
罰
金
を
科
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問　
農
業
委
員
会
事
務
局

（
内
線
２
２
６
）

相
続
等
に
よ
り
新
た
に
農
地
の
権
利

者
と
な
っ
た
者
は
、
農
地
の
大
小
、
市

街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区
域
を
問

わ
ず
、
権
利
を
取
得
し
た
日
か
ら
10
か

月
以
内
に
農
業
委
員
会
に
届
け
出
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

未
届
け
及
び
虚
偽
の
申
請
者
に
は
10

万
円
以
下
の
過
料
等
の
罰
則
規
定
も
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相

続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

詳
細
は
、
農
業
委
員
ま
た
は
農
業
委

員
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問　
農
業
委
員
会
事
務
局

（
内
線
２
２
６
）

農
地
の
権
利
を
取
得
さ
れ
た

方
は
届
出
を

全
国
農
業
新
聞
購
読
の
お
知
ら
せ

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か

多
摩
開
墾
内
の
道
路
は
、
農
家
の
皆

さ
ん
が
通
行
す
る
大
切
な
道
路
で
す
。

道
路
を
通
行
す
る
際
は
優
し
い
運
転
に

心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
農
地
の
所
有
者
の
方
は
、
樹

木
等
が
道
路
に
出
な
い
よ
う
に
し
て
い

た
だ
き
、
刈
っ
た
草
な
ど
を
道
路
に
置

か
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
農
業
委
員
会
事
務
局

（
内
線
２
２
６
）

農
業
者
年
金
は
、
年
間
60
日
以
上
農

業
に
従
事
す
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

農
業
者
（
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険

者
に
限
る
）
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
る
公
的
年
金
で
す
。

（
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
国
民
年
金
任

意
加
入
者
も
加
入
で
き
ま
す
。）

保
険
料
は
月
額
２
万
～
６
万
７
千
円

の
間
の
１
千
円
単
位
で
自
由
に
設
定
・

変
更
が
で
き
ま
す
。
支
払
う
保
険
料
の

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
と
な
る
節
税

効
果
の
高
い
公
的
年
金
で
す
。

ま
た
、
申
告
主
の
方
は
加
入
し
て
い

る
世
帯
員
の
保
険
料
を
か
わ
り
に
支
払

う
こ
と
が
で
き
、
贈
与
税
の
対
象
に
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

農
業
者
年
金
に
つ
い
て
の
お
問
い
合

わ
せ
は
、
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
。

問　
農
業
委
員
会
事
務
局

（
内
線
２
２
６
）

法
令
等
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
等
）
で
規
定
さ
れ
た
構

造
基
準
を
満
た
し
た
焼
却
炉
を
使
わ
な

全
国
農
業
新
聞
は
全
国
農
業
会
議
所

が
発
行
す
る
農
業
総
合
専
門
紙
で
す
。

最
近
の
都
市
農
政
に
関
す
る
情
報
を

は
じ
め
、
現
場
で
役
立
つ
栽
培
技
術
・

流
通
の
情
報
な
ど
幅
広
い
内
容
で
農
業

経
営
に
役
立
つ
紙
面
と
な
っ
て
い
ま
す
。

い
焼
却
は
、原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
外
的
に
植
木
・
農
作
物
の
病
害
虫

防
止
等
を
目
的
と
し
た
理
由
が
あ
れ
ば

焼
却
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
（
※
）、

周
辺
か
ら
の
苦
情
が
あ
り
ま
す
と
、
指

導
の
対
象
と
な
り
、
例
年
、
何
件
か
市

へ
連
絡
が
あ
り
対
応
し
て
い
ま
す
。

や
む
を
得
ず
焼
却
を
行
う
場
合
は
、

天
候
や
風
向
き
を
考
慮
す
る
な
ど
、
周

辺
に
十
分
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。

※
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
令
第
14
条
の
例
外
規
定
等
。

問　
産
業
観
光
課

（
内
線
２
２
６
）

発
行
日　
毎
週
金
曜
日
発
行

購
読
料　
新
聞
本
紙 

月 

7
0
0
円

電
子
新
聞 

月 

５
0
0
円

申
し
込
み　
農
業
委
員
会
事
務
局

（
内
線
２
２
６
）

多
摩
開
墾
内
の
道
路

通
行
時
等
の
お
願
い

農
地
の
無
断
転
用
防
止
で

大
切
な
農
地
を
守
ろ
う

野
焼
き
は
原
則
禁
止
で
す
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令
和
５
年
４
月
１
日
の
農
業
経
営
基

盤
強
化
促
進
法
の
改
正
に
よ
り
、
市
町

村
は
令
和
７
年
３
月
末
日
ま
で
に
、
市

街
化
区
域
を
除
い
た
区
域
を
対
象
に
、

地
域
の
目
指
す
べ
き
将
来
の
農
地
利
用

の
姿
を
明
確
化
す
る
計
画
で
あ
る
「
地

域
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
計
画
」

（
通
称
「
地
域
計
画
」）
を
策
定
・
公

表
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
市
で
は
「
地
域
計
画
」

の
策
定
に
あ
た
り
、
計
画
策
定
の
対
象

地
域
を
『
多
摩
開
墾
』
と
し
、
優
良
農

地
の
保
全
に
向
け
、
農
地
中
間
管
理
機

構
を
活
用
し
て
、
計
画
的
に
拡
大
希
望

の
農
業
者
等
へ
の
効
率
的
な
農
地
の
集

積
・
集
約
を
行
う
と
と
も
に
、
新
た
な

担
い
手
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。そ

こ
で
多
摩
開
墾
内
に
農
地
を
所
有

し
て
い
る
方
に
令
和
５
年
10
月
～
12
月

の
間
に
農
地
利
用
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
集

約
し
た
現
況
地
図
を
も
と
に
、
今
後
目

標
地
図
を
含
む
地
域
計
画
を
令
和
７
年

３
月
ま
で
に
策
定
い
た
し
ま
す
。

認
定
農
業
者
制
度
の
ご
案
内

援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
、
後
継
者

不
足
や
高
齢
化
に
よ
る
人
手
不
足
に
悩

む
農
家
と
土
に
触
れ
、
自
然
を
感
じ
な

が
ら
農
業
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
い
非
農
業

者
（
消
費
者
）
を
結
ぶ
事
業
で
す
。
こ

の
援
農
を
通
じ
て
武
蔵
村
山
市
の
農
業

者
と
非
農
業
者
と
が
顔
の
み
え
る
関
係

を
つ
く
り
、
営
農
の
継
続
が
し
や
す
い

状
況
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
武
蔵

村
山
市
の
農
業
と
自
然
環
境
を
守
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け
入
れ
を
希
望

す
る
場
合
は
、
産
業
観
光
課
で
配
布
し

て
お
り
ま
す
「
援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
紹

介
申
込
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

市
役
所
産
業
観
光
課
農
政
係
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
後
、
援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

登
録
者
の
中
か
ら
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

問　
産
業
観
光
課

（
内
線
２
２
６
）

令
和
６
年
11
月
９
日
、
10
日
に
イ
オ

ン
モ
ー
ル
む
さ
し
村
山
臨
時
駐
車
場
で

開
催
し
ま
す
。
当
日
は
市
民
ま
つ
り
及

び
農
業
ま
つ
り
と
同
時
開
催
に
な
り
ま

す
。
多
く
の
方
の
出
品
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

問　
産
業
観
光
課
（
内
線
２
２
６
）

認
定
農
業
者
制
度
と
は
、
農
業
経
営

基
盤
強
化
促
進
法
に
基
づ
き
「
今
後
と

も
農
業
で
頑
張
っ
て
い
こ
う
と
す
る
意

欲
あ
る
農
業
者
の
皆
さ
ん
」
を
認
定
農

業
者
と
し
て
区
市
町
村
長
が
認
定
し
、

支
援
し
て
い
く
制
度
で
す
。

認
定
を
受
け
る
に
は
、
今
後
５
年
間

に
取
り
組
む
経
営
改
善
の
内
容
を
記
載

し
た
「
農
業
経
営
改
善
計
画
認
定
申
請

書
」
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
請
に
当
た
っ
て
は
、
市
担
当
職

員
、
東
京
都
農
業
振
興
事
務
所
職
員
等

が
相
談
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

認
定
農
業
者
に
な
る
と
、
経
営
改
善

に
向
け
た
農
業
用
施
設
や
農
機
具
の
購

入
の
た
め
、
市
や
都
の
補
助
制
度
が
活

用
で
き
る
な
ど
の
利
点
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
他
に
も
各
種
制
度
資
金

で
の
金
利
や
融
資
率
の
優
遇
、
税
制
上

の
特
例
措
置
、
情
報
提
供
な
ど
の
支
援

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

詳
細
は
、
産
業
観
光
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
産
業
観
光
課
（
内
線
２
２
６
）

詳
細
は
、
産
業
観
光
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
産
業
観
光
課

（
内
線
２
２
６
）

援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
に
つ
い
て

農
産
物
品
評
会
の
開
催

多
摩
開
墾
に
お
け
る

「
地
域
計
画
」
の
策
定
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農
地
の
利
用
貸
借
に
つ
い
て

農
業
簿
記
講
習
会
参
加
者
募
集

○
都
市
農
地
貸
借
円
滑
化
法
に
よ
る
生

産
緑
地
の
貸
借

都
市
農
地
貸
借
円
滑
化
法
が
制
定
さ

れ
、
市
街
化
区
域
内
の
農
地
の
う
ち
、

生
産
緑
地
の
貸
借
が
安
心
し
て
行
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

①
農
地
法
に
よ
る
法
定
更
新
（
契
約
の

自
動
更
新
）
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
、

契
約
期
間
が
終
了
す
れ
ば
、
農
地
は

必
ず
返
還
さ
れ
る
の
で
安
心
で
す
。

②
相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度
は
継
続
さ

れ
る
の
で
、
納
税
猶
予
を
受
け
た
ま

ま
農
地
を
貸
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

農
業
委
員
会
で
は
、
東
京
都
農
業
会

議
か
ら
講
師
を
招
き
、
市
役
所
に
て
市

内
農
業
者
を
対
象
に
簿
記
講
習
会
を
開

催
し
て
お
り
ま
す
。
講
習
内
容
は
初
歩

的
な
記
帳
方
法
（
パ
ソ
コ
ン
・
手
書

き
、
ど
ち
ら
で
も
対
応
可
）
な
ど
で
受

講
料
は
無
料
で
す
。
受
付
は
随
時
行
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
興
味
の
あ
る
方

は
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
農
業
委
員
会
事
務
局

（
内
線
２
２
６
）

○
農
地
中
間
管
理
事
業
に
よ
る
市
街
化

調
整
区
域
内
の
農
地
の
貸
借

農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
、
市
街
化

区
域
外（
調
整
区
域
）の
農
地
を
対
象
に
、

農
業
を
や
め
る
方
や
農
業
の
規
模
を
縮

小
す
る
方
か
ら
、
農
地
中
間
管
理
機
構

が
農
地
を
借
り
受
け
、
規
模
拡
大
や
新

規
参
入
す
る
方
に
貸
し
付
け
る
こ
と
に

よ
り
、
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
を

進
め
る
事
業
の
こ
と
で
す
。

東
京
都
で
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構

と
し
て
、
一
般
社
団
法
人
東
京
都
農
業

会
議
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

従
来
の
利
用
権
設
定
や
農
地
法
に
よ

る
貸
借
に
加
え
、
新
し
い
仕
組
み
の
農

地
の
貸
借
方
法
で
す
。

農
地
の
貸
借
の
最
初
か
ら
最
後
ま

で
、
公
的
機
関
で
あ
る
機
構
が
間
に
入

る
の
で
、
貸
し
手
、
借
り
手
双
方
が
安

心
し
て
事
業
を
活
用
で
き
ま
す
。

こ
の
事
業
に
つ
い
て
の
相
談
な
ど
は
、

東
京
都
農
地
中
間
管
理
機
構
で
あ
る
一

般
社
団
法
人
東
京
都
農
業
会
議
や
、
市

役
所
産
業
観
光
課
で
行
っ
て
い
ま
す
。

編
集
後
記

能
登
半
島
地
震
か
ら
既
に
半
年
以
上

が
経
過
し
て
お
り
ま
す
が
、
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
の
復
旧
な
ど
、
復
興
に
は
ま
だ
相

当
の
時
間
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。

被
災
者
の
皆
様
の
平
穏
な
日
常
が
一

日
も
早
く
戻
る
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
猛
暑
や

物
価
高
騰
な
ど
厳
し
い
状
況
が
続
き
ま

す
が
、
皆
さ
ん
で
こ
の
困
難
を
乗
り
越

え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
農
業
委
員
会
報
は
年
１
回
の

発
行
と
な
り
ま
す
が
、
編
集
委
員
一

同
、
読
み
や
す
く
、
有
意
義
な
情
報
発

信
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ご
意
見
、
ご
要
望
等
が
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

編
集
委
員	

比
留
間　

望

	

〃	

髙
橋　

文
雄

	

〃	

加
藤　

武

	

〃	

乙
幡　

昇
治

	

〃	

宮
﨑　

義
憲

	

〃	

大
口　

貴
司

	

〃	

内
野　

一
彦

	

〃	

峰
岸　

豊

問　
一
般
社
団
法
人
東
京
都
農
業
会
議

（
電
話
0
3
―
3
3
7
0
―
3
0
４
7
）

産
業
観
光
課
（
内
線
２
２
６
）

都
市
農
地
貸
借
円
滑
化
法
で
は
、
借

り
手
が
借
り
る
農
地
の
耕
作
に
関
す
る

事
業
計
画
を
作
成
し
、
農
業
委
員
会
が

計
画
を
審
査
決
定
後
、
市
が
事
業
計
画

を
認
定
し
ま
す
。

問　
産
業
観
光
課

（
内
線
２
２
６
）

※　
農
地
を
10
年
以
上
貸
借
し
た
貸
主

へ
の
奨
励
事
業
が
都
内
全
域
に
拡
充

さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
新
た
に
生
産
緑
地

や
多
摩
開
墾
内
の
農
地
を
貸
借
す
る

条
件
に
よ
っ
て
は
、
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。


